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証券コード4829
平成28年８月10日

株 主 各 位
東 京 都 渋 谷 区 渋 谷 一 丁 目 1 7 番 ８ 号
日 本 エ ン タ ー プ ラ イ ズ 株 式 会 社

代表取締役社長 植 田 勝 典

第28回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申しあげます。
さて、当社第28回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席ください

ますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面又は電磁的方法（インターネット）により議決権を行使い

ただくことができますので、後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書
用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、折り返しご送付くださるか、議決権行使サイト
（http://www.evote.jp/）により、平成28年８月25日（木曜日）午後５時30分までに議決権をご
行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成28年８月26日（金曜日）午前10時
２．場 所 東京都港区北青山三丁目６番８号

青山ダイヤモンドホール　１階（ダイヤモンドルーム）
３．株主総会の目的事項

報 告 事 項 １．第28期（平成27年６月１日から平成28年５月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結
果報告の件

２．第28期（平成27年６月１日から平成28年５月31日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役５名選任の件
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第４号議案 監査役３名選任の件
第５号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

４．議決権の行使に関する事項
⑴　複数回にわたり行使された場合の議決権のお取扱い

　同一の株主様が書面及び電磁的方法の双方により議決権行使を行った場合は、電磁的方法によ
る議決権行使を有効なものとしてお取扱いします。また、同一の株主様が、複数回電磁的方法に
よる議決権行使を行った場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いします。

⑵　議決権の代理行使に関して必要な事項
　株主様は、当社の議決権を有する他の株主様１名を代理人として、その議決権を行使すること
ができます。この場合、株主様又は代理人は代理権を証明する書面を当社にご提出していただく
必要があります。

以　上

◎　本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結注記表」及び「個別注記表」につきまして
は、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト
(http://www.nihon-e.co.jp/ir/library/meeting.html)に掲載しておりますので、本招集ご通知
の提供書面には記載しておりません。
なお、監査役が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告書をそれぞれ作成するに際して監査し
た連結計算書類及び計算書類には、本招集ご通知の提供書面のほか、この「連結注記表」及び「個
別注記表」として表示すべき事項も含まれております。

◎　開場時刻は午前９時15分とさせていただきます。
◎　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう

お願い申しあげます。
◎　議決権行使サイトにより議決権を行使いただく際には、後記の「インターネットによる議決権行

使のお手続きについて」（50頁から51頁まで）をご参照ください。
◎　株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類について、修正が生じた場合には、イ

ンターネット上の当社ウェブサイト(http://www.nihon-e.co.jp/ir/library/meeting.html)に
て、修正後の内容をご案内いたします。

－ 2 －
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（提供書面）
事　 業　 報　 告

(平成27年 6 月 1 日から
平成28年 5 月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及びその成果
当連結会計年度における我が国経済は、経済政策などの効果により、企業業績は底堅く推移

し、雇用情勢は引き続き改善しているものの、個人消費は低迷が長期化し、円安から円高への
急激な基調変化や株価の下落などが見られ、景気の先行きは不透明な状況が続いております。

このような環境下、当社グループに関連するモバイルコンテンツを取り巻く環境は、iPhone
やAndroid端末等のスマートフォンの普及が更に本格化し、携帯電話の契約数に占める割合は、
56.9％（平成27年９月末、注１）まで拡大しております。また、モバイルコンテンツ市場は
１兆4,566億円、モバイルコマース市場は２兆4,480億円（いずれも平成26年、注２）まで成
長している状況にあり、今後も同環境は大きく発展していくことが予想されます。

これらの状況において、当社グループといたしましては、高機能で付加価値の高いサービス
の開発・提供及び新しい事業モデルの構築を推進し、より安定した企業基盤の確立と事業拡大
に向けた一層の企業努力を重ねてまいりました。

その結果、当連結会計年度における売上高は55億30百万円（前連結会計年度比8.1％増）、
営業利益は２億19百万円（同15.7％増）、経常利益は２億52百万円（同23.4％増）、親会社
株主に帰属する当期純利益は３億27百万円（同84.2％増）となりました。

なお、当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25
年９月13日）等を適用し、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としており
ます。

（注１）株式会社ＭＭ総研　発表
（注２）一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム　発表

－ 3 －
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事業の種類（セグメント）別の状況につきましては、次のとおりであります。

はじめに、コンテンツサービス事業におきましては、キャリア（移動体通信事業者）向けサ
ービスについては、自社広告媒体である「店頭アフィリエイト」において戦略的に実施した携
帯電話販売会社とのタイアップにより、スマートフォン向けの月額課金コンテンツの会員獲得
に努めてまいりました。また、定額制サービス「スゴ得コンテンツ」「auスマートパス」「App 
Pass」に対しては、キャリアの施策方針の変化や広告効果が低下する中、提供コンテンツの追
加投入と利用を促進してまいりました。

また、「App Store」「Google Play」向けサービスについては、アプリの開発及び投入を
積極的に行ってまいりました。

以上の結果、コンテンツサービス事業の売上高は21億94百万円、セグメント利益は６億84
百万円となりました。

次に、ソリューション事業におきましては、システムの企画、構築、運用、デバッグ、サー
バ保守管理等の法人向け受託開発については、スマートフォン及びタブレットを活用したニー
ズの拡大やIT投資の活性化を背景に、積極的な営業展開の結果、大幅に増収となりました。ま
た、事業ノウハウ、地域特性及び開発リソースを活用した自治体・法人向け営業・開発力の強
化を図るべく、株式会社スマートバリューと業務資本提携を行いました。

法人向け業務支援については、リバースオークション＆見積徴収システム『Profair』、スマ
ートフォンを活用した企業の内線電話網を構築する『AplosOneソフトフォン』、メッセンジ
ャーアプリ『BizTalk』の提供を行うとともに、株式会社プロモートを子会社化（第三者割当
増資引受）し、スマートフォン向けキッティング支援ツール『Concerto』を開発いたしまし
た。

その他、取引の安全性を保証する仲介サービス（エスクロー、注３）については、クルーズ
株式会社からフリマアプリ『Dealing』を譲り受け、今後更に拡大が見込まれるフリマアプリ
市場へ初期投資を抑えながら短期間で参入することができました。

一方、広告代理サービス「店頭アフィリエイト」については、行政による端末販売規制前の
駆け込み需要に伴う端末販売数の急伸を背景に増収となりました。また、アプリ広告について
は、女性向けヘルスケアアプリ『女性のリズム手帳』の広告モデル強化を図るべく、エキサイ
ト株式会社と業務提携し、同アプリの共同運営を開始いたしました。
 

－ 4 －

当連結会計年度の事業の状況
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海外では、中国の上海エリアに出店した２店舗の携帯電話販売店（チャイナテレコムショッ
プ）での端末販売数の伸長の他、法人向け販売強化に伴い増収いたしました。

以上の結果、ソリューション事業の売上高は33億35百万円、セグメント利益は93百万円と
なりました。

（注３）物品などを売買する際に取引の安全性を保証する仲介サービスで、売買の当事者以外の第三者
　　　（エスクローエージェント）が決済を仲介して、代金を一時的に預かる仕組み。

（単位：百万円、％）

区　分
第27期 第28期 前連結会計年度比増減率

売 上 高 セグメント
利 益 売 上 高 セグメント

利 益 売 上 高 セグメント
利 益

コンテンツサービス事業 2,506 616 2,194 684 △12.4 11.1

ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 2,609 190 3,335 93 27.8 △50.7

②　設備投資の状況
当連結会計年度において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は２億58百万円

で、その主なものは次のとおりであります。なお、設備投資のセグメント別内訳は、事業セグ
メントに資産を配分していないため、記載しておりません。
イ．当連結会計年度に取得した主要設備

コンテンツ配信システム等 ２億40百万円
ロ．当連結会計年度において継続中の主要設備の新設・拡充

該当事項はありません。
ハ．当連結会計年度に実施した重要な固定資産の売却・撤去・滅失

コンテンツ配信システム等 ４百万円

　　③　資金調達の状況
特記すべき資金調達は行っておりません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

－ 5 －
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⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
当社は、平成27年12月１日を効力発生日として、クルーズ株式会社よりフリマアプリ

「Dealing」に関する事業を譲り受けました。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
当社は、平成27年7月31日を株式取得日とし、株式会社プロモートの発行する同社株式を取

得し、同社を子会社といたしましたが、同社については小規模であり、重要性が低いため、非
連結子会社としております。

また、当社は平成28年2月18日を株式取得日とし、株式会社スマートバリューの発行する同
社株式を取得し、業務資本提携をしております。

⑵　直前３連結会計年度の財産及び損益の状況

区　分 第25期
(平成25年５月期)

第26期
(平成26年５月期)

第27期
(平成27年５月期)

第28期
(当連結会計年度)
(平成28年５月期)

売 上 高 (百万円) 4,134 4,508 5,116 5,530

経 常 利 益 (百万円) 391 340 204 252
親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益 (百万円) 354 437 177 327

１株当たり当期純利益(円) 941.63 11.59 4.57 8.07

総 資 産 (百万円) 5,069 5,541 6,288 6,017

純 資 産 (百万円) 3,953 4,360 5,302 5,217

（注）１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。１株当たり当期純利益は小数点第２位未満を
四捨五入して表示しております。

２．平成25年12月１日付で普通株式１株を100株とする株式分割を行っておりますが、第26期(平成26年
５月期)の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して、１株当たり当期純利益を算定しておりま
す。

－ 6 －
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⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 又 は 出 資 金 当 社 の
議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社ダイブ 18百万円 90.9％ ソリューション事業

アットザラウンジ株式会社 45百万円 99.4％ コンテンツサービス事業

交通情報サービス株式会社 499百万円 83.0％ コンテンツサービス事業
ソリューション事業

株式会社フォー・クオリア 70百万円 97.9％ ソリューション事業

株 式 会 社 H i g h L a b 250百万円 100.0％ コンテンツサービス事業

株 式 会 社 a n d  O n e (注1） 50百万円 93.2％ ソリューション事業

株 式 会 社 会 津 ラ ボ (注1） 29百万円 100.0％ ソリューション事業

因特瑞思（北京）信息科技有限公司 350百万円 100.0％ ソリューション事業

瑞思創智（北京）信息科技有限公司 (注2) 3百万人民元 100.0％
(100.0％) ソリューション事業

（注）１．当連結会計年度より重要性が増した株式会社and One及び株式会社会津ラボを連結の範囲に含めてお
ります。

２．議決権比率の欄の（　）内の数字は、間接出資割合を示しております。
３．平成27年10月20日開催の取締役会決議に基づき、同日付けで当社が保有する北京業主行網絡科技有

限公司の出資金持分の売却を行う持分譲渡契約を締結したため、同社を重要な子会社から除外いたし
ました。

－ 7 －
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⑷　対処すべき課題
今後、当社グループの事業を積極的に展開し、業態を拡大しつつ、企業基盤の安定を図ってい

くため、以下の点を主要課題として取り組んでまいります。
①　事業の拡大

移動体通信業界におけるスマートフォンの普及は、単なるフィーチャーフォンからの移行
に留まらず、近い将来に到来が見込まれる「IoT（Internet of Things）」市場においても、
スマートフォンやタブレット端末等のスマートデバイスが重要な役割を担うことが期待され
ております。

このような市場環境において、当社コンテンツサービス事業及びソリューション事業につ
いても、既存サービスに留まらず、常に新たな価値創出が求められることから、当社グルー
プの事業領域は今後も益々拡大することが見込まれます。

この市場の変化に迅速且つ適確に対処するためには事業枠の拡大が重要な課題であり、そ
の有効な手段である外部企業との協業、業務提携及びＭ＆Ａ等を積極的に進めてまいります。

②　企画力・技術力の強化
高機能なスマートフォンの普及により、高度且つ多様なサービス提供が可能となった現在

において、当社グループが提供するサービスの付加価値を更に高めていくための企画力・技
術力を強化することが重要な課題と認識しております。これまでのモバイルコンテンツ向け
サービスで蓄積した企画力・技術力に加えて、今後は新しいビジネスモデルの創造及び高機
能で付加価値の高いサービスの開発・提供を実現するために、消費者ニーズに応える企画力
の向上、新技術への取組み強化に努めてまいります。

③　人材の確保・育成
当社グループは、スマートフォンを中心とする新しい技術への対応が求められる事業を行

っており、従業員が各々の専門性をより高め、付加価値の高い人材となるための人材育成、
それと同時に優秀な人材を確保することが重要な課題と認識しております。

特にスマートフォンについては技術革新が著しく、技術者及び企画開発者として経験を有
する人材の絶対数が少ないため、専門分野の技能を有する中途採用及び新卒採用を強化する
とともに、社内研修を継続的に実施し、個人の可能性を引き出すとともに、組織活性化に資
する施策に取り組んでまいります。

－ 8 －

対処すべき課題
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④　内部統制の強化・充実
当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために、内部統制の強化・充実

が重要な課題と認識しております。
金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への適切な対応を推進し、財務報告に係る内部

統制が有効且つ適正に行われる体制の運用・評価を継続的に行うことで、業務の有効性及び
効率性を高め、グループ全体での業績管理体制を確立し、更なる内部統制の強化に努めてま
いります。また、上場企業の行動基準であるコーポレートガバナンス・コードの主旨を踏ま
え、各種施策に積極的に取り組み、多様なステークホルダーとの間で建設的な対話が進むた
めの実効性ある体制を整備してまいります。

⑤　リスクマネジメント体制の強化
情報セキュリティ、システム開発、サービス提供に伴うリスクや自然災害、海外事業にお

けるカントリーリスク等、事業に関するリスクは多様化しております。当社グループが永続
的に成長・存続するためには、これらのリスクの予防、迅速な対応が重要な課題と認識して
おります。当社グループにおいては、経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクを適切
に認識・評価するためリスク管理規程を設けるほか、リスク管理チームを設置し、今後も一
層リスクマネジメント体制の強化に努めてまいります。

⑸　主要な事業内容（平成28年５月31日現在）
①　コンテンツサービス事業

キャリアやコンテンツ配信事業者等が提供する通信サービス又は各種プラットフォームに
対して、交通情報、音楽、メール及びライフスタイル等のコンテンツを提供しております。

②　ソリューション事業
企業に対して、携帯電話やインターネットを利用したビジネスのコンサルティング・企画・

開発・運営管理の受託業務等、コンテンツサービス事業で得たノウハウ、保有するコンテン
ツを活かしたトータルソリューションを提供しております。

また、広告（広告代理サービス）として、携帯電話販売店にて、来店顧客向けにコンテン
ツ販売を成功報酬で行うリアルアフィリエイト「店頭アフィリエイト」を、携帯電話販売会
社と協業で展開しております。

その他、中国において、携帯電話の販売及び代理店業務等を行っております。

－ 9 －
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⑹　主要な営業所（平成28年５月31日現在）

当 社 本社：東京都渋谷区

株 式 会 社 ダ イ ブ 本社：東京都千代田区

ア ッ ト ザ ラ ウ ン ジ 株 式 会 社 本社：東京都渋谷区

交 通 情 報 サ ー ビ ス 株 式 会 社 本社：東京都港区

株 式 会 社 フ ォ ー ・ ク オ リ ア 本社：東京都品川区
営業所：山口県宇部市

株 式 会 社 H i g h L a b 本社：東京都渋谷区

株 式 会 社 a n d  O n e 本社：東京都渋谷区

株 式 会 社 会 津 ラ ボ 本社：福島県会津若松市

因 特 瑞 思 （ 北 京 ） 信 息 科 技 有 限 公 司 本社：中華人民共和国北京市
支店：中華人民共和国上海市

瑞 思 創 智 （ 北 京 ） 信 息 科 技 有 限 公 司 本社：中華人民共和国北京市

－ 10 －
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⑺　使用人の状況（平成28年５月31日現在）
①企業集団の使用人の状況

使　　　　用　　　　人　　　　数（名） 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減（名）

236（87） 35（29）

（注）１．使用人数は就業人員数であり、（　）は外書きで、臨時従業員数であります。なお、事業のセグメン
ト別に区分することは困難なため区分しておりません。

２．臨時従業員数は、アルバイト・派遣社員の期中平均人員数（ただし、１日勤務時間７時間15分換算に
よる）であります。

３．前連結会計年度末と比べ「使用人数」が35名増加しておりますが、主として株式会社会津ラボ及び株
式会社and Oneが連結子会社となったことによるものであります。また、前連結会計年度と比べ「臨
時従業員数」が29名増加しておりますが、主としてソリューション事業の案件増加に伴う体制強化に
よるものであります。

②当社の使用人の状況
使　用　人　数（名） 前 事 業 年 度 末 比 増 減 (名 ) 平  均  年  齢（歳） 平 均 勤 続 年 数 (年 )

83（7） 5（△1） 36.3 4.7

（注）１．使用人数は就業人員数（当社から他社への出向社員は含んでおりません。）であり、（　）は外書き
で、臨時従業員数であります。なお、事業のセグメント別に区分することは困難なため区分しており
ません。

２．臨時従業員数は、アルバイト・派遣社員の期中平均人員数（ただし、１日勤務時間７時間15分換算に
よる）であります。

３．当社には労働組合はございませんが、労使関係は良好に推移しております。

⑻　主要な借入先の状況（平成28年５月31日現在）
該当事項はありません。

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

－ 11 －
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２．会社の現況
⑴　株式に関する事項（平成28年５月31日現在）

①　発行可能株式総数 147,800,000株
②　発行済株式の総数 40,557,700株

　　　　（注）ストックオプションの行使により、発行済株式の総数は41,000株増加しております。
③　株主数 9,271名（前事業年度末比825名減）
④　大株主（上位10名）

株 主 名 持  株  数 （ 株 ） 持 株 比 率（％）

植 田 勝 典 11,095,100 27.35

プ ラ ン ト フ ィ ル 株 式 会 社 9,650,000 23.79

ト ヨ タ 自 動 車 株 式 会 社 1,600,000 3.94

村 田 健 一 566,600 1.39

オ リ ッ ク ス 株 式 会 社 480,000 1.18

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 390,200 0.96

多 々 良 　 師 　 孝 315,400 0.77

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 249,500 0.61

日 本 エ ン タ ー プ ラ イ ズ 従 業 員 持 株 会 214,600 0.52

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 207,600 0.51

－ 12 －

株式に関する事項
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⑵　新株予約権等に関する事項
①　当事業年度末日に当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の

状況（平成28年５月31日現在）
　　　イ．第６回新株予約権（平成25年１月22日開催の取締役会決議による新株予約権）

・新株予約権の数
100個

・新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式　10,000株
（新株予約権１個につき100株）

・新株予約権の払込金額
無償

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
１個当たり108円（１株当たり108円）

・新株予約権を行使することができる期間
平成27年２月14日から平成30年１月31日まで

・新株予約権の行使条件
１．新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の

取締役、監査役、従業員の地位にあることを要する。
２．上記１．に関わらず、新株予約権の割当てを受けた新株予約権者が死亡した場合、新

株予約権者の相続人が新株予約権割当契約に定める条件に従い、相続の対象となった
新株予約権を行使することができる。

３．新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。
４．その他の権利行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権

割当契約に定める。
・当社役員の保有状況

新株予約権の数 (個 ) 目的となる株式の数(株) 保有者数 (名 )

取 締 役 （ 社 外 取 締 役 を 除 く ） － － －

社 外 取 締 役 － － －

監 査 役 100 10,000 2

　(注)　平成26年12月９日開催の取締役会において決議いたしました公募による新株式発行に伴い、「新株予約権
行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。

－ 13 －
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　　　ロ．第８回新株予約権（平成28年２月18日開催の取締役会決議による新株予約権）
・新株予約権の数

42個
・新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式　4,200株
（新株予約権１個につき100株）

・新株予約権の払込金額
無償

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
１個当たり227円（１株当たり227円）

・新株予約権を行使することができる期間
平成30年４月１日から平成33年３月31日まで

・新株予約権の行使条件
１．新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役又は監査

役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社関係会社の取締
役又は監査役を任期満了により退任した場合又は当社又は当社関係会社を定年退職し
た場合その他正当な理由のある場合はこの限りではない。

２．その他の権利行使条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締
結する新株予約権割当契約に定める。

・当社役員の保有状況
新株予約権の数 (個 ) 目的となる株式の数(株) 保有者数 (名 )

取 締 役 （ 社 外 取 締 役 を 除 く ） 26 2,600 3

社 外 取 締 役 16 1,600 2

監 査 役 － － －

－ 14 －

新株予約権等に関する事項
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②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権等の状況
　　　イ．第７回新株予約権（平成28年２月18日開催の取締役会決議による新株予約権）

・新株予約権の数
247個

・新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式　24,700株
（新株予約権１個につき100株）

・新株予約権の払込金額
無償

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
１個当たり227円（１株当たり227円）

・新株予約権を行使することができる期間
平成30年４月１日から平成33年３月31日まで

・新株予約権の行使条件
１．新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役又は監査

役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社関係会社の取締
役又は監査役を任期満了により退任した場合又は当社又は当社関係会社を定年退職し
た場合その他正当な理由のある場合はこの限りではない。

２．その他の権利行使条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締
結する新株予約権割当契約に定める。

・当社使用人等への交付状況
新株予約権の数 (個 ) 目的となる株式の数(株) 保有者数 (名 )

当 社 使 用 人 216 21,600 80

子 会 社 の 役 員 31 3,100 12

－ 15 －

新株予約権等に関する事項
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⑶　会社役員に関する事項
①　取締役及び監査役の状況（平成28年５月31日現在）

地 位 氏名 担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 社 長 植 田 勝 典 ソリューション事業本部長
常 務 取 締 役 田 中 　 勝 管理本部長

常 務 取 締 役 杉 山 浩 一 コンテンツ事業本部長

取 締 役 小 栗 一 朗

ＮＴＰホールディングス株式会社 代表取締役社長
名古屋トヨペット株式会社 代表取締役社長
ネッツトヨタ名古屋株式会社 代表取締役会長
ネッツトヨタ中京株式会社 代表取締役会長
トヨタカローラ南信株式会社 代表取締役会長
ネッツトヨタ信州株式会社 代表取締役会長
株式会社トヨタレンタリース名古屋 代表取締役会長
トヨタホーム名古屋株式会社 代表取締役会長
トヨタホーム東海株式会社 代表取締役会長
株式会社ジェームス名古屋 代表取締役会長
ＮＴＰインポート株式会社 代表取締役会長
ＮＴＰヴィークルグループ株式会社 代表取締役社長
株式会社ＮＴＰカーモスト 代表取締役社長
株式会社ＮＴセブンス 代表取締役会長
ＮＴＰシステム株式会社 代表取締役会長

取 締 役 岡 田 武 史
株式会社今治．夢スポーツ 代表取締役会長
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 特任上級顧問
公益財団法人日本サッカー協会 副会長

常 勤 監 査 役 小 林 一 弘
監 査 役 小 亀 慶 曙 小亀慶曙税理士事務所
監 査 役 荒 　 孝 一 荒　孝一税理士事務所

（注）１．取締役小栗一朗及び取締役岡田武史の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役小林一弘、小亀慶曙及び荒　孝一の３氏は、社外監査役であります。
３．監査役小亀慶曙及び荒　孝一の両氏は、税理士の資格を有する者であり、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有しております。

－ 16 －
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４．当社は、常勤監査役小林一弘氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同
取引所に届け出ております。

５．当事業年度中の取締役の地位の変更は次のとおりであります。
　　　代表取締役社長　植田　勝典　平成28年３月１日に代表取締役社長　ソリューション事業本部長に就任
　　　常務取締役　杉山　浩一　平成27年12月１日に常務取締役　コンテンツ事業本部長に就任
６．平成28年６月23日付で以下の取締役に兼職の異動がありました。

氏名 異動前 異動後 異動年月日

小　栗　一　朗
ＮＴＰインポート株式会社

代表取締役会長
ＮＴＰインポート株式会社

代表取締役社長 平成28年６月23日
ＮＴＰシステム株式会社

代表取締役会長
ＮＴＰシステム株式会社
代表取締役会長兼社長 平成28年６月23日

７．平成28年７月１日付で、ＮＴＰヴィークルグループ株式会社はＮＴＰインポート株式会社と合併し、
商号をＮＴＰインポート株式会社に変更しております。

②　取締役及び監査役の報酬等の総額
区 分 人 　 　 　 　 　 　 員 （ 名 ） 報　酬　等　の　額（百万円）

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

5
(2)

139
(7)

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

3
(3)

15
(15)

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

8
(5)

154
(22)

（注）１．取締役の報酬限度額は、平成12年８月21日開催の第12回定時株主総会において、年額320百万円以内
と決議しております。この他、平成18年８月25日開催の第18回定時株主総会において、取締役に対
して、報酬として新株予約権（ストックオプション）を年額200百万円の範囲で、付与することにつ
き決議しております。

２．監査役の報酬限度額は、平成12年８月21日開催の第12回定時株主総会において、年額40百万円以内
と決議しております。この他、平成18年８月25日開催の第18回定時株主総会において、監査役に対
して、報酬として新株予約権（ストックオプション）を年額20百万円の範囲で、付与することにつき
決議しております。
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③　社外役員に関する事項
イ．重要な兼職先と当社との関係

・当社は、社外取締役小栗一朗氏の兼職先である名古屋トヨペット株式会社及びＮＴＰシス
テム株式会社とシステム開発等の取引を行っております。また、名古屋トヨペット株式会
社及びＮＴＰシステム株式会社以外の小栗一朗氏の兼職先と当社との間には特別の関係は
ありません。

・当社と、社外取締役岡田武史氏の兼職先との間には特別の関係はありません。
・当社と、社外監査役小亀慶曙氏の兼職先である小亀慶曙税理士事務所との間には特別の関

係はありません。
・当社と、社外監査役荒　孝一氏の兼職先である荒　孝一税理士事務所との間には特別の関

係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
１．取締役会及び監査役会への出席状況

取締役会（20回開催） 監査役会（26回開催）

出 席 回 数(回) 出　席　率(％) 出 席 回 数(回) 出　席　率(％)

取 締 役 小 栗 一 朗 19 95.0 ― ―

取 締 役 岡 田 武 史 20 100.0 ― ―

監 査 役 小 林 一 弘 20 100.0 26 100.0

監 査 役 小 亀 慶 曙 20 100.0 26 100.0

監 査 役 荒 　 孝 一 20 100.0 26 100.0

２．取締役会及び監査役会における発言状況
・取締役小栗一朗氏は、経営者として培った経営ノウハウを活かし、独立性、中立性をも

った外部の視点から意見を述べており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保す
るための助言・提言を行っております。

・取締役岡田武史氏は、公益財団法人日本サッカー協会日本代表監督としてのワールドカ
ップ出場や、幾多のサッカーチームを作り上げた豊富な経験、幅広い見識を活かし、独
立性、中立性を持った外部の視点から意見を述べており、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための助言・提言を行っております。
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・監査役小林一弘氏は、証券会社及びシンクタンク出身としての経験を活かし、取締役会
及び監査役会において適宜質問し、総合的見地からの助言・提言を行っております。

・監査役小亀慶曙氏は、税理士としての経験を活かし、取締役会及び監査役会において、
主に会計・税務等の専門的な見地から適宜質問し、助言・提言を行っております。

・監査役荒　孝一氏は、税理士としての経験を活かし、取締役会及び監査役会において、
主に会計・税務等の専門的な見地から適宜質問し、助言・提言を行っております。

ハ．責任限定契約の内容の概要
当社は各社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく
損害賠償責任の限度額は、社外取締役は720万円又は法令が定める額のいずれか高い額、
社外監査役は360万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
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⑷　会計監査人に関する事項
①　名称　　　　　　　　　　　　　新日本有限責任監査法人

②　当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 33百万円
（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を区分できないため、上記金額にはこれらの合計額を
記載しております。

③　当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 33百万円

④　監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人との定期的な意見交換や監査実施状況を通じて、前期の監査実績の

分析・評価に必要な情報収集を行い、前期の実績を踏まえた新年度の監査計画における監査時
間・配員計画及び報酬額の見積もりについて、監査役会にて検討し相当であると判断したため、
会社法第399条第１項の同意をしております。

⑤　監査公認会計士等の非監査業務の内容
　該当事項はありません。

⑥　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場

合は、監査役の全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任する方針です。この場合、解
任後最初に招集される株主総会において、監査役会が選定した監査役から、会計監査人を解任
した旨と解任の理由を報告する方針です。また、当社では、会計監査人の業務執行状況その他
諸般の事情を総合的に勘案して再任しないことが適切であると判断した場合は、監査役会の決
定により、当該会計監査人を不再任とし、新たな会計監査人を選任する議案を決定する方針で
す。
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　⑦　会計監査人が過去２年間に受けた業務停止処分
　　　金融庁が平成27年12月22日付で発表した処分の内容の概要
　　イ．処分対象
　　　　　新日本有限責任監査法人

　　ロ．処分の内容
　　　　・契約の新規の締結に関する業務の停止　３月
　　　　　（平成28年１月１日から同年３月31日まで）
　　　　・業務改善命令（業務管理体制の改善）

　　ハ．処分の理由
　　　　・他社の財務書類の監査において、同監査法人の公認会計士が、相当の注意を怠り、
　　　　　重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。
　　　　・同監査法人の運営が著しく不当と認められたため。
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⑸　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する取締役会決議の内容の概要は以下の通

りです。（最終改定　平成28年2月18日）
①　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
イ．当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制
当社グループは、企業が存立を継続するためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠で

あるとの認識のもと、全ての役職員が公正で高い倫理観に基づいて行動し、広く社会から信
頼される経営体制の確立に努めていくものとする。具体的には、
１．コンプライアンスの推進にあたっては、常勤役員及び部長が出席する経営委員会にコン

プライアンス統括機能を併せ持たせ、協議を行うこととする。また、管理本部長をコン
プライアンス責任者、コンプライアンス事務局を総務部とし、当社グループのコンプラ
イアンスの徹底を図る。

２．当社グループの役職員を対象としたコンプライアンスに関する研修等により、コンプラ
イアンス知識の向上、尊重する意識を醸成する教育を行う。

３．当社グループ内においてコンプライアンス違反行為を早期に発見、是正するため、総務
部を窓口とする内部通報制度を実施する。コンプライアンス上、疑義のある行為を発見
した場合、当社グループの役職員は当社総務部に通報し、当社総務部は、当該通報を受
けた場合、経営委員会、取締役会及び監査役会に報告する。

４．当社の内部監査室による監査を通じ、当社グループ各社の業務実施状況の実態を把握し、
業務が法令、定款及び社内諸規程に準拠して適正・妥当かつ合理的に行われているか、
また、会社の制度・組織・諸規程が適正・妥当であるかを公正不偏に調査・検証し、監
査結果を、適宜、経営委員会、取締役会に報告する。

ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
１．当社は、文書管理規程に従い取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体（以

下「文書等」という）に記録・保存し管理する。文書管理規程には、文書等の管理責任
者、保存すべき文書等の範囲、保存期間、保存場所、その他の文書等の保存及び管理の
体制について定め、取締役及び監査役は、文書管理規程に基づき、これらの文書等を閲
覧できるものとする。

２．組織全体の情報セキュリティマネジメント システムの構築に関する「ISMS適合性評価
制度」の認証を取得し、制度の求める水準を維持して情報の管理を行っており、取締役
及び監査役が必要な情報を入手できる体制を維持する。
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ハ．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
１．当社グループ経営に重大な影響を及ぼすおそれのある損失の危険を適切に認識・評価す

るため、リスク管理規程を設け、リスク管理に対する基本的な管理システムを整備する。
リスク管理規程には、リスク管理の体制、リスクに関する措置、事故など発生時の対応
等を定める。

２．常勤の取締役及び部長で構成される経営委員会をリスク管理機関とし、当社グループに
おける様々なリスクを一元的に俯瞰し、監視に努めるとともに、新たな想定リスクの抽
出、対応方法の協議を行うものとする。リスク管理にあたっては、社長の管理下におい
て総務部長を事務局長とするリスク管理チームを設置するものとする。

３．リスク管理チームの事務局長は、経営委員会、取締役会に常時出席し、危機管理の観点
から助言を行うとともに、社長は業務上の決裁者に対しリスク管理上必要な指導を適宜
行うものとする。

４．当社の子会社及び関連会社に対する適切な経営管理を行うため、関係会社管理規程を定
め、同規程に基づき、必要に応じて役職員を派遣し、当社の子会社における業務の適正
性を確保する。

ニ．当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制及び子
会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制

１．取締役会を毎月１回以上開催し、重要事項の決定と業務執行状況の監督を行う。また、
本部制を採用し、各本部の業務執行に関する統制機能を担うとともに、常勤役員及び部
長が出席する経営委員会によって本部間の調整・協議機能の強化を図るものとする。

２．取締役は、委任された事項について、組織規程および職務権限規程等の一定の意思決定
ルールに基づき業務執行する。また、取締役会は、業務執行の効率化のため、随時、必
要な決定を行うものとする。

３．取締役会は、当社グループの役職員が共有する目標として、３事業年度を期間とする中
期経営計画および年度予算を策定し、業務執行を担当する当社グループ各社の取締役は
目標達成のために注力する。

４．前項の定めに従い策定した目標達成の進捗状況管理は、当社においては常勤役員及び部
長が出席する経営委員会並びに取締役会において月次業績のレビューを行い、必要な審
議又は決定を諸規程に基づき行うものとし、当社の子会社においては各社の実態を踏ま
えた月次業績のレビューの体制を適切に構築させるものとする。

５．当社取締役が当社の子会社の取締役を兼務することで、当社グループの緊密な連携を保
ち、当社グループの全体の事業の繁栄を目指すものとする。

６．内部監査室による監査を通じ、当社の子会社の業務執行が効率的に行われているかを調
査・検証する。
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ホ．当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
１．関係会社管理規程を制定し、当社の子会社に対し、その定めに従い、経営上の重要事項

を決定する場合には、当社の経営委員会での審議を経て、当社取締役会への付議を行う
とともに、必要に応じて当社と連携することを義務づける体制を確保する。

２．当社の子会社に対し、当社の取締役及び監査役が当該子会社の文書等を必要に応じて常
時閲覧できる体制を確保させる。

３．当社取締役が当社の子会社の取締役を兼務することで、この者を通じ、当社の子会社の
経営上の重要事項が適時に当社に報告されるようにする。

ヘ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項、前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保
に関する事項

１．総務部スタッフから監査役を補助する使用人としての適任者を選任し、この者は監査役
会の事務局を兼ねる。

２．同スタッフは、監査役の補助に関する業務については、監査役の指示に従いその職務を
行う。

３．同スタッフの人事異動、懲戒に関しては、監査役会の意見を尊重するものとする。

ト．当社の監査役への報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由と
して不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

１．代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、適宜、その担当する業務の執行状況の報
告を監査役に報告する。

２．当社グループの役職員は、法令等の違反行為等、当社グループに重大な損失を与える事
項が発生し又は発生するおそれがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見し
た場合は、直ちに当社の監査役に報告する。

３．当社グループの役職員は、監査役から報告を求められた場合には、速やかに適切な報告
を行う。

４．内部監査室は、内部監査の結果を監査役又は監査役会に対して報告する。
５．総務部は、内部通報制度による通報の状況について、監査役に報告する。
６．当社グループの監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたこ

とを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周
知徹底する。

チ．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の
執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に

かかる費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速や
かに当該費用又は債務を処理する。
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リ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
１．監査役の過半数は社外監査役とし、対外的透明性を担保する。
２．監査の実効性を確保するため、代表取締役との定期的な意見交換会の開催、監査におい

て必要な社内会議への出席等、監査役監査の環境整備に努める。
３．監査の実施にあたり監査役が必要と認めるときは、自らの判断で、弁護士、コンサルタ

ントその他の外部アドバイザーを活用できる体制を整え、監査役監査の実効性確保に努
める。

　②　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　　　当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況は次の通りであります。

　１．当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、定時取締役会を12
　回、臨時取締役会を８回開催しました。また、常勤の取締役及び部長を構成員とする経
　営委員会を21回開催し、取締役会付議事項の審議や月次業績のレビューを行っておりま
　す。また、経営委員会はコンプライアンスに関する協議を行うほか、リスク管理機能を
　併せ持っており、リスク管理チームの事務局長が出席し、危機管理の観点から適宜助言
　等を行っております。

　２．当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社取締役は当社子会社の取締役を
　兼務し、毎月１回以上開催される子会社の取締役会に出席し、月次業績や重要事項の決
　議について確認し、当社取締役会にて適切に報告しております。

　３．監査を支える体制については、監査役を補助するスタッフ２名を監査役の要請に基づき
　選任しております。また、監査役会は、代表取締役、会計監査人又は内部監査室との会
　合を定期的に実施する共に、常勤監査役は、経営委員会等の重要な会議に出席して　お
ります。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成28年５月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
商 品
仕 掛 品
貯 蔵 品
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
土 地
そ の 他

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 預 金
差 入 保 証 金
長 期 債 権
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

4,672,724
3,736,869

644,123
10,664

101,744
962

33,325
181,902

△36,869
1,344,436

79,287
41,716
12,400
25,171

468,680
449,531
19,136

12
796,467
372,551
300,000
95,325
9,390

17,233
11,357

△9,390

流 動 負 債 735,751

買 掛 金 300,216

未 払 法 人 税 等 150,691

未 払 消 費 税 等 22,872

そ の 他 261,970

固 定 負 債 64,350

退 職 給 付 に 係 る 負 債 38,252

繰 延 税 金 負 債 18,727

そ の 他 7,370

負 債 合 計 800,101

純 資 産 の 部

株 主 資 本 4,938,158

資 本 金 1,104,360

資 本 剰 余 金 982,311

利 益 剰 余 金 2,851,486

その他の包括利益累計額 89,178

その他有価証券評価差額金 47,120

為 替 換 算 調 整 勘 定 42,057

新 株 予 約 権 2,052

非 支 配 株 主 持 分 187,668

純 資 産 合 計 5,217,058

資 産 合 計 6,017,160 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,017,160

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(平成27年 6 月 1 日から
平成28年 5 月31日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 5,530,490
売 上 原 価 3,208,707

売 上 総 利 益 2,321,783
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,102,149

営 業 利 益 219,634
営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,544
受 取 配 当 金 2,361
受 取 賃 貸 料 1,332
業 務 受 託 手 数 料 6,600
補 助 金 収 入 12,265
そ の 他 9,092 34,195

営 業 外 費 用
支 払 利 息 181
支 払 手 数 料 655
為 替 差 損 328
そ の 他 152 1,317

経 常 利 益 252,512
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 273,235
関 係 会 社 出 資 金 売 却 益 17,647 290,883

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 93
固 定 資 産 除 却 損 4,224
減 損 損 失 24,071 28,389

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 515,005
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 177,577
法 人 税 等 調 整 額 △13,622 163,954

当 期 純 利 益 351,051
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 24,023

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 327,027
（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(平成27年 6 月 1 日から
平成28年 5 月31日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 株 主 資 本 合 計
平 成 2 7 年 ６ 月 1 日 期 首 残 高 1,101,695 979,646 2,680,418 4,761,760

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △121,550 △121,550

連 結 範 囲 の 変 動 △34,409 △34,409

新 株 の 発 行
（ 新 株 予 約 権 の 行 使 ） 2,665 2,665 5,330

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 327,027 327,027

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会計年度中の変動額（純額）

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 2,665 2,665 171,068 176,398

平 成 2 8 年 ５ 月 3 1 日 期 末 残 高 1,104,360 982,311 2,851,486 4,938,158

その他の包括利益累計額
新 　 　 株
予 約 権

非 支 配
株 主 持 分

純 資 産
合 計

その他有価
証 券 評 価
差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額
合 計

平 成 2 7 年 ６ 月 1 日 期 首 残 高 295,362 74,513 369,875 2,799 168,273 5,302,709
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △121,550
連 結 範 囲 の 変 動 △34,409
新 株 の 発 行
（ 新 株 予 約 権 の 行 使 ） 5,330

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 327,027

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会計年度中の変動額（純額） △248,241 △32,455 △280,697 △747 19,395 △262,048

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △248,241 △32,455 △280,697 △747 19,395 △85,650
平 成 2 8 年 ５ 月 3 1 日 期 末 残 高 47,120 42,057 89,178 2,052 187,668 5,217,058

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
（平成28年５月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
売 掛 金
商 品
仕 掛 品
貯 蔵 品
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
未 収 収 益
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
差 入 保 証 金
長 期 預 金
そ の 他

2,776,561
2,241,399

357,355
6

4,145
65

19,367
22,854

68
169,407

△38,110
2,267,923

33,587
20,175

0
1,012

12,400
206,156
206,156

2,028,180
196,951

1,241,998
212,510
66,738

300,000
9,981

流 動 負 債 419,987
買 掛 金 236,587
未 払 金 36,105
未 払 法 人 税 等 69,761
前 受 金 43,165
そ の 他 34,368

固 定 負 債 19,797
繰 延 税 金 負 債 18,727
そ の 他 1,070

負 債 合 計 439,785
純 資 産 の 部
株 主 資 本 4,555,526

資 本 金 1,104,360
資 本 剰 余 金 982,311

資 本 準 備 金 982,311
利 益 剰 余 金 2,468,854

利 益 準 備 金 10,000
そ の 他 利 益 剰 余 金 2,458,854

別 途 積 立 金 1,036,000
繰 越 利 益 剰 余 金 1,422,854

評 価 ・ 換 算 差 額 等 47,120
その他有価証券評価差額金 47,120

新 株 予 約 権 2,052
純 資 産 合 計 4,604,699

資 産 合 計 5,044,485 負 債 ・ 純 資 産 合 計 5,044,485
（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(平成27年 6 月 1 日から
平成28年 5 月31日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 3,041,232
売 上 原 価 1,903,351

売 上 総 利 益 1,137,880
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,136,797

営 業 利 益 1,083
営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,252
受 取 配 当 金 59,955
受 取 賃 貸 料 1,332
業 務 受 託 手 数 料 44,850
そ の 他 2,667 110,056

営 業 外 費 用
支 払 利 息 36
支 払 手 数 料 353
為 替 差 損 91 482

経 常 利 益 110,657
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 273,235
関 係 会 社 出 資 金 売 却 益 749 273,985

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 4,217
関 係 会 社 株 式 評 価 損 301,282 305,500

税 引 前 当 期 純 利 益 79,143
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 75,884
法 人 税 等 調 整 額 △8,136 67,748

当 期 純 利 益 11,394
（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(平成27年 6 月 1 日から
平成28年 5 月31日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

株 主 資 本
合 計資 本

準 備 金
資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金 利益剰余金
合　　　計別 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

平成27年6月1日期首残高 1,101,695 979,646 979,646 10,000 1,036,000 1,533,009 2,579,009 4,660,351
事 業 年 度 中 の
変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △121,550 △121,550 △121,550
新 株 の 発 行
（新株予約権の行使） 2,665 2,665 2,665 5,330

当 期 純 利 益 11,394 11,394 11,394
株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計 2,665 2,665 2,665 － － △110,155 △110,155 △104,825

平成28年５月31日期末残高 1,104,360 982,311 982,311 10,000 1,036,000 1,422,854 2,468,854 4,555,526

評 価 ・ 換 算 差 額 等
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成27年6月1日期首残高 295,362 295,362 2,799 4,958,513
事 業 年 度 中 の
変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △121,550
新 株 の 発 行
（新株予約権の行使） 5,330

当 期 純 利 益 11,394
株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

△248,241 △248,241 △747 △248,988

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計 △248,241 △248,241 △747 △353,814

平成28年５月31日期末残高 47,120 47,120 2,052 4,604,699
（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成28年７月22日
日本エンタープライズ株式会社

取締役会　御中
新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 菅 原 和 信 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 佐 藤 賢 治 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本エンタープライズ株式会社の平成27年６月１
日から平成28年５月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、日本エンタープライズ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の
財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成28年７月22日
日本エンタープライズ株式会社

取締役会　御中
新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 菅 原 和 信 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 佐 藤 賢 治 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本エンタープライズ株式会社の平成27年
６月１日から平成28年５月31日までの第28期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以　上

－ 33 －

計算書類に係る会計監査報告
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

当監査役会は、平成27年６月１日から平成28年５月31日までの第28期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監
査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、以下のとお
り報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほ

か、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査規程に準拠し、当期の監査方針及び監査計画等に従い、取締役、内部監

査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、以下の方法で監査を
実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び内部監査室その他使用人等からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、会社の業務及び財産の状況を調査いたしまし
た。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等との意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて
子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式
会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条
第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求め、監査役会が定めた内部統制システムに係る監査の実施規程に準拠し、監視及び検証いたしま
した。

　なお、金融商品取引法上の財務報告に係る内部統制については、取締役等及び新日本有限責任監査法人から当該
内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査
人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務
の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関
する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ
て説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1)事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の内容を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する

事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3)連結計算書類の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年７月27日
日本エンタープライズ株式会社　監査役会

常勤監査役 小 林 一 弘 ㊞
監 査 役 小 亀 慶 曙 ㊞
監 査 役 荒 　 孝 一 ㊞

（注）常勤監査役小林一弘、監査役小亀慶曙、監査役荒孝一は、社外監査役であります。
以　上

－ 34 －

監査役会の監査報告
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株主総会参考書類
第１号議案　剰余金の処分の件

当社は、経営の基本方針である株主への利益還元を重要な経営課題の一つとして捉えており、業績
の推移、今後の設備投資計画、自己資本比率、キャッシュ・フロー等を勘案の上、株主還元策を実施
してまいりましたが、当期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
①　配当財産の種類

金銭といたします。
②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金３円といたしたいと存じます。
配当総額は、金121,673,100円であります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年８月29日といたしたいと存じます。

－ 35 －

剰余金処分議案
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第２号議案　定款一部変更の件
１．提案の理由

　当社の事業の多様化に対応するため、事業の目的事項を修正・追加するものであります（変更
案第２条）。

２．変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案

（目的） （目的）
第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。
第２条　　　（現行どおり）

（１）インターネットを利用した情報提供サ
ービス並びに通信販売業務

（１）インターネットを利用した情報提供サ
ービス、通信販売及びポイントサービ
スに関する業務

（２）～（29） （条文省略） （２）～（29） （現行どおり）
（新設） （30）自然エネルギー等による発電事業及び

その管理・運営並びに電気の供給、販
売等に関する事業

（新設） （31）事業再生及び企業経営に関する調査、
企画に関する事業

（30）～（32） （条文省略） （32）～（34） （現行どおり）

－ 36 －

定款変更議案
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第３号議案　取締役５名選任の件
取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役５名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）
所 有 す る
当 社 株 式 数

１
うえ
植

だ
田

かつ
勝

のり
典

(昭和37年10月９日)

昭和60年４月 トヨタ自動車株式会社入社

11,095,100株

平成元年５月 当社設立　代表取締役社長
平成２年４月 松下電器産業株式会社入社
平成15年２月 株式会社ダイブ取締役
平成17年４月 因特瑞思（北京）信息科技有限公司

董事長（現任）
平成18年４月 瑞思放送（北京）数字信息科技有限公司

董事長（現任）
平成20年７月 アットザラウンジ株式会社取締役（現任）
平成21年11月 NE Mobile Services (India) Private 

Limited Director（現任）
平成24年７月 交通情報サービス株式会社取締役
平成25年６月 株式会社フォー・クオリア取締役（現任）
平成26年４月 株式会社HighLab取締役
平成26年11月 株式会社会津ラボ取締役（現任）
平成27年３月 株式会社and One取締役（現任）
平成27年６月 山口再エネ・ファクトリー株式会社

代表取締役社長（現任）
平成27年７月 株式会社ダイブ取締役（現任）

株式会社プロモート取締役（現任）
平成27年10月 株式会社HighLab代表取締役社長（現任）

NE銀潤株式会社代表取締役社長（現任）
平成27年11月 瑞思創智（北京）信息科技有限公司

董事長(現任）
平成28年３月 当社代表取締役社長　ソリューション事業

本部長（現任）
平成28年６月 いなせり株式会社取締役（現任）
平成28年７月 交通情報サービス株式会社

代表取締役社長（現任）
（取締役候補者とした理由）

植田勝典氏は、当社設立時より代表取締役社長を務め、最高経営責任者として
取締役会の決議を執行し、会社の業務を統括しております。これまでの豊富な経
験と実績に基づく強いリーダーシップと決断力により、当社グループの経営を牽
引することができると判断し、取締役候補者といたしました。

－ 37 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）
所 有 す る
当 社 株 式 数

２
た
田

なか
中

 
　

まさる
勝

(昭和41年９月28日)

平成２年４月 オーテック株式会社入社

85,300株

平成５年５月 株式会社三貴入社
平成８年３月 株式会社コグレ入社
平成13年８月 当社入社
平成15年12月 株式会社ダイブ監査役
平成16年３月 当社総務企画部長
平成16年４月 当社総務企画部長兼経営企画・ＩＲ室長
平成17年８月 当社取締役
平成19年８月 当社常務取締役
平成24年６月 当社常務取締役　管理本部長（現任）
平成24年７月 交通情報サービス株式会社取締役

株式会社ダイブ取締役（現任）
アットザラウンジ株式会社取締役（現任）

平成25年４月 株式会社and One取締役（現任）
平成27年10月 NE銀潤株式会社取締役（現任）

（取締役候補者とした理由）
田中　勝氏は、常務取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監

督等の役割を適切に果たしております。また管理本部長として経理、総務、
人事、広報、IRに係わる事項を統括していることから、当社グループの企業
コンプライアンス、コーポレートガバナンスの強化に活かすことができると
判断し、取締役候補者といたしました。

－ 38 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）
所 有 す る
当 社 株 式 数

３
すぎ
杉

やま
山

こう
浩

いち
一

(昭和45年11月30日)

平成４年４月 学校法人電子開発学園九州入職

181,200株

平成６年４月 株式会社エスシーシー入社
平成８年８月 株式会社グランドフォックス取締役
平成12年７月 当社入社　営業本部技術部長
平成13年８月 当社取締役
平成15年８月 当社技術部長
平成16年８月 当社取締役
平成17年４月 因特瑞思（北京）信息科技有限公司

董事（現任）
平成18年４月 瑞思放送（北京）数字信息科技有限公司

副董事長（現任）
平成18年８月 当社常務取締役
平成19年６月 瑞思豊通（北京）信息科技有限公司

（現瑞思創智（北京）信息科技有限公司）
副董事長（現任）

平成21年12月 NE Mobile Services (India) Private 
Limited Director（現任）

平成24年６月 当社常務取締役　事業本部長
平成25年７月 株式会社ダイブ取締役
平成
平成

26
26

年
年

４
11

月
月

株式会社HighLab代表取締役社長
株式会社会津ラボ取締役

平成
平成

27
27

年
年

10
12

月
月

株式会社HighLab取締役（現任）
当社常務取締役
コンテンツ事業本部長（現任）

平成
平成

28
28

年
年

６
７

月
月

いなせり株式会社取締役（現任）
交通情報サービス株式会社取締役（現任）

（取締役候補者とした理由）
杉山浩一氏は、常務取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監

督等の役割を適切に果たしております。また、コンテンツ事業本部長として
当社のコンテンツサービスを統括している他、長年にわたり当社の営業部
門、技術部門及び海外事業に携わった幅広い知識と経験に基づく多面的な視
点は、当社グループの事業拡大に活かすことができると判断し、取締役候補
者といたしました。

－ 39 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）
所 有 す る
当 社 株 式 数

４
お
小

ぐり
栗

かず
一

お
朗

(昭和36年11月21日)

昭和60年４月 トヨタ自動車株式会社入社

―株

平成２年10月 名古屋トヨペット株式会社入社
平成10年６月 同社取締役
平成11年６月 同社常務取締役
平成15年６月 同社代表取締役専務
平成19年６月 同社代表取締役副社長
平成19年８月 当社社外取締役（現任）
平成21年６月 名古屋トヨペット株式会社代表取締役社長

（現任）
（重要な兼職の状況）
ＮＴＰホールディングス株式会社代表取締役社長
名古屋トヨペット株式会社代表取締役社長
ネッツトヨタ名古屋株式会社代表取締役会長
ネッツトヨタ中京株式会社代表取締役会長
トヨタカローラ南信株式会社代表取締役会長
ネッツトヨタ信州株式会社代表取締役会長
株式会社トヨタレンタリース名古屋代表取締役会長
トヨタホーム名古屋株式会社代表取締役会長
トヨタホーム東海株式会社代表取締役会長
株式会社ジェームス名古屋代表取締役会長
ＮＴＰインポート株式会社代表取締役社長
株式会社ＮＴＰカーモスト代表取締役社長
株式会社ＮＴセブンス代表取締役会長
ＮＴＰシステム株式会社代表取締役会長兼社長

（社外取締役候補者とした理由）
小栗一朗氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当

社社外取締役としての責務を果たしております。当社グループの持続的成長
を推進するにあたり、独立した立場から経営の監督と助言を行う適切な人材
であると判断し、社外取締役候補者といたしました。

－ 40 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）
所 有 す る
当 社 株 式 数

５
おか
岡

だ
田

たけ
武

し
史

(昭和31年８月25日)

昭和55年４月 古河電気工業株式会社入社

1,200株

平成６年２月 株式会社東日本ジェイアール古河サッカークラブ
（現ジェフユナイテッド株式会社）
ジェフユナイテッド市原コーチ

平成６年12月 財団法人日本サッカー協会
（現公益財団法人日本サッカー協会）
日本代表チームコーチ

平成９年10月 財団法人日本サッカー協会
（現公益財団法人日本サッカー協会）
日本代表チーム監督

平成11年１月 株式会社北海道フットボールクラブ
コンサドーレ札幌監督

平成15年３月 横浜マリノス株式会社横浜Ｆ・マリノス監督
平成18年２月 株式会社ありがとうサービス顧問
平成19年８月 当社社外取締役
平成19年12月 財団法人日本サッカー協会

（現公益財団法人日本サッカー協会）
日本代表チーム監督

平成23年12月 杭州緑城足球倶楽部有限公司　杭州緑城監督
平成26年２月 デロイト トーマツ コンサルティング株式会社

（現デロイト トーマツ コンサルティング合同会社）
特任上級顧問（現任）

平成
平成

26
26

年
年

８
11

月
月

当社社外取締役（現任）
株式会社今治．夢スポーツ代表取締役

平成
平成

28
28

年
年

３
４

月
月

公益財団法人日本サッカー協会副会長（現任）
株式会社今治．夢スポーツ代表取締役会長（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社今治．夢スポーツ代表取締役会長
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社特任上級顧問
公益財団法人日本サッカー協会副会長

（社外取締役候補者とした理由）
岡田武史氏は、サッカーを通じた組織論、マネジメント論に精通しており、

また株式会社今治．夢スポーツの役員としての経験を活かし、当社社外取締
役としての責務を果たしております。当社グループの持続的成長を推進する
にあたり、独立した立場から経営の監督と助言を行う適切な人材であると判
断し、社外取締役候補者といたしました。

－ 41 －

取締役選任議案
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（注）１．取締役候補者植田勝典氏は当社の経営を支配している者であります。
２．当社は、取締役候補者小栗一朗氏の兼職先である名古屋トヨペット株式会社及びＮＴＰシステム株式

会社とシステム開発等の取引を行っております。また、名古屋トヨペット株式会社及びＮＴＰシステ
ム株式会社以外の小栗一朗氏の兼職先と当社との間には特別の利害関係はありません。
（その他の取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。）

３．小栗一朗氏及び岡田武史氏は、社外取締役候補者であります。
４．小栗一朗氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総

会終結の時をもって、９年となります。
５．岡田武史氏は、過去に当社社外取締役に就任しておりましたが、平成19年12月14日付で辞任してお

ります。平成26年８月22日に就任以降、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をも
って、２年となります。

６．当社は、社外取締役候補者小栗一朗及び社外取締役候補者岡田武史の両氏との間で会社法第427条第
１項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契
約に基づく損害賠償責任の限度額は、720万円又は法令が定める額のいずれか高い額としており、両
氏が再任された場合には、両氏との間で当該契約を継続する予定であります。

－ 42 －

取締役選任議案
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第４号議案　監査役３名選任の件
本総会終結の時をもって監査役荒　孝一氏は任期満了、監査役小亀慶曙氏は辞任いたしますので、

監査体制の強化充実を図るため、監査役を1名増員し、改めて監査役3名の選任をお願いするものであ
ります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）
所 有 す る
当 社 株 式 数

１
あ ら

荒
 

　
こ う

孝
い ち

一
(昭和15年11月２日)

昭和41年４月 千葉県採用

14,300株

平成９年４月 千葉県社会部長
平成11年４月 財団法人千葉県福祉ふれあい財団理事長
平成15年６月 株式会社日本コンベンションセンター

（現株式会社幕張メッセ）常勤監査役
平成20年１月 荒　孝一税理士事務所開設（現業）
平成20年８月 当社監査役（現任）

　（重要な兼職の状況）
　荒　孝一税理士事務所

（社外監査役候補者とした理由）
荒　孝一氏を社外監査役候補者とした理由は、税理士としての資格を有し

ており、税務・会計分野に対する豊富な経験と幅広い見識を監査に反映して
いただくためであります。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方
法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外
監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選
任をお願いするものであります。

－ 43 －
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）
所 有 す る
当 社 株 式 数

２
か た

片
が い

貝
よ し

義
ひ と

人
(昭和26年４月24日)

昭和48年４月 沖電気工業株式会社入社

3,200株

平成５年10月 東京テレメッセージ株式会社入社
平成14年４月 ジェイフォン株式会社サービス開発部長
平成15年10月 ボーダフォン株式会社開発統括部長
平成17年７月 同社常務業務執行役員兼

プロダクト・サービス開発本部副本部長
平成18年10月 ソフトバンクモバイル株式会社

執行役員兼プロダクト・サービス本部副本部長
平成22年５月 同社執行役員
平成22年６月 同社常勤監査役

Wireless City Planning株式会社常勤監査役
平成22年11月 株式会社ウィルコム監査役
平成26年８月 当社顧問
平成27年６月 当社顧問兼グループ事業推進室長（現任）
平成28年６月 いなせり株式会社監査役（現任）
平成28年７月 株式会社ダイブ監査役（現任）

アットザラウンジ株式会社監査役（現任）
株式会社フォー・クオリア監査役（現任）
株式会社HighLab監査役（現任）
株式会社and One監査役（現任）

（監査役候補者とした理由）
片貝義人氏を監査役候補者とした理由は、長年にわたり事業会社の監査役

としての要職を歴任するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しており、監査
役として客観的視点から当社のコンプライアンス・内部統制の整備に貢献し
ていただけると判断し、監査役として選任をお願いするものであります。

－ 44 －

監査役選任議案
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）
所 有 す る
当 社 株 式 数

３
よ し

吉
か わ

川
の ぶ

信
ひ さ

哲
(昭和24年10月17日)

平成元年２月 日本テレコム株式会社入社

―株

平成14年４月 同社監査役付
平成15年６月 同社監査委員会担当
平成16年６月 JENS株式会社監査役
平成17年３月 株式会社アイ・ピー・レボルーション

常勤監査役
平成18年１月 日本テレコムネットワーク情報サービス株式会社

常勤監査役
平成19年４月 ソフトバンクテレコム株式会社

監査役付担当部長
平成23年７月 ソフトバンクBB株式会社

監査役付担当部長
ソフトバンクモバイル株式会社
監査役付担当部長

平成27年７月 ソフトバンク株式会社
監査役室担当部長

（社外監査役候補者とした理由）
吉川信哲氏を社外監査役候補者とした理由は、ソフトバンク株式会社を始

めとする同グループ会社における業務や監査役としての経験を通じて培われ
た幅広い経験と見識を監査に反映していただくためであります。

なお、同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の
理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと
判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

－ 45 －

監査役選任議案
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（注）１．各監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．荒　孝一氏及び吉川信哲氏は、社外監査役候補者であります。
３．荒　孝一氏は、現在当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、本総会終結の時を

もって８年となります。
４．当社は、荒　孝一氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責

任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、360万円又は法
令が定める額のいずれか高い額としており、同氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定で
あります。

５．当社は、吉川信哲氏が選任された場合は、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第
423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償
責任の限度額は、360万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。

６．当社は、吉川信哲氏が選任された場合は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員と
して届け出る予定であります。

－ 46 －

監査役選任議案
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第５号議案　ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及

び監査役に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会
に委任することにつき、ご承認をお願いするものであります。

１．特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
　当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び監査役の業績向上に対する意欲や士気を喚起する
ことで、当社グループに優秀な人材を確保するとともに、当社グループ全体の企業価値向上に資
することを目的とするものであります。

２．本総会の決議に基づき取締役会に委任することができる募集新株予約権の内容及び数の上限等
⑴　新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　当社普通株式30,000株を上限とする。
　なお、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）
又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、
かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株
式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。
　調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・株式併合の比率

⑵　新株予約権の総数
　新株予約権300個を上限とする。
　新株予約権１個当たりの目的となる株式の数（以下、「付与株式数」という。）は100株とす
る。ただし、⑴に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。

⑶　新株予約権と引換えに払込む金銭
　新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。

－ 47 －
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⑷　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
　新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される新株予約
権の行使により交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」とい
う。）に付与株式数を乗じた金額とする。
　行使価額は、新株予約権割当日の属する月の前月各日（取引が成立していない日を除く。）に
おける東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とし、１円未満の端数は
切上げる。ただし、その金額が新株予約権割当日の東京証券取引所の終値（当日に売買がない場
合はそれに先立つ直近日の終値）を下回る場合は後者の価額に1.05を乗じた金額とし、１円未満
の端数は切上げる。
　なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使
価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × １
株式分割・株式併合の比率

　また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又
は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。）、次の算
式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 × １株当たり払込金額
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

　上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普
通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」
を「自己株式の処分数」に読み替える。
　さらに、当社が合併等を行う場合その他上記の行使価額の調整を必要とする場合、合併等の条
件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。

⑸　新株予約権を行使することができる期間
　新株予約権の割当日から２年を経過する日の翌月の月初めから３年間とする。
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⑹　新株予約権の行使の条件
①　新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役又は監査役もしく

は従業員の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社関係会社の取締役又は監査役を
任期満了により退任した場合又は当社又は当社関係会社を定年退職した場合その他正当な理
由のある場合はこの限りではない。

②　その他の権利行使条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する
新株予約権割当契約に定める。

⑺　新株予約権の譲渡制限
　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。

⑻　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則
第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じ
る１円未満の端数は切上げる。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、前記①の資本金
等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑼　その他
　新株予約権のその他の事項については、別途開催される当社取締役会の決議において定める。

以　上
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＜インターネットによる議決権行使のお手続きについて＞

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきま
すようお願い申しあげます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）又はインターネットによる議決権行使のお手続きはい
ずれも不要です。

記
１．議決権行使サイトについて

⑴　インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン又は携帯電話（ｉモード、
EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）
にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時
までは取り扱いを休止します。）

※「ｉモード」は㈱NTTドコモ、「EZweb」はKDDI㈱、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標
又は登録商標です。

⑵　パソコン又はスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール
等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利
用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

⑶　携帯電話による議決権行使は、ⅰモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスを
ご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報の
送信が不可能な機種には対応しておりません。

⑷　インターネットによる議決権行使は、平成28年８月25日（木曜日）の午後５時30分まで受け
付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへ
お問い合わせください。

２．インターネットによる議決権行使方法について
⑴　議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）において、議決権行使書用紙に記載された「ログ

インID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
⑵　株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止す

るため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすること
になりますのでご了承ください。

⑶　株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。
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３．複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い
⑴　郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決

権行使の内容を有効としてお取扱わせていただきますのでご了承ください。
⑵　インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有

効とさせていただきます。またパソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使さ
れた場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

４．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は、
株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話
利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

５．招集ご通知の受領方法について
ご希望の株主様は、次回の株主総会から招集ご通知を電子メールで受領することができますので、
パソコン又はスマートフォンにより議決権行使サイトでお手続きください。
（携帯電話ではお手続きできません。また携帯電話のメールアドレスを指定することもできません
のでご了承ください。）

以　上

システムに関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）

・電話　0120－173－027（受付時間　９：00～21：00、通話料無料）
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定時株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区北青山三丁目６番８号
青山ダイヤモンドホール１階　ダイヤモンドルーム
電話（03）5467－2111（代表）
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＜交通のご案内＞
※東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅」B5出口直結
※東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前<原宿>駅」４出口より徒歩７分
※JR山手線「原宿駅」表参道口より徒歩15分
（ご来場には公共の交通機関をご利用ください。）

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。
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